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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月11日(2019.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　例えば、スマートフォン等でディープネットによる顔画像を用いたログイン認証を行う
ようなアプリケーションを実現する場合を考える。そのような場合、スマートフォンに内
蔵された画像撮像装置でユーザの顔画像を撮影し、顔画像に対して畳み込み層の演算を行
って特徴量（第一の演算結果）を算出し、演算装置に送る。演算装置では全結合層の演算
を行って、さらに高次の特徴量（第二の演算結果）を算出し、再度画像撮像装置に送り返
す。画像撮像装置では、予め登録されている高次特徴量と、今回演算装置から送り返され
てきた高次特徴量とを比較し、ログインの可否を判断する。
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